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(57)【要約】
【課題】マルチプレーンプローブによって収集された複
数断面画像データの比較解析を容易化することができる
超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画像処理
プログラムを提供すること。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、収集部と、
個別画像生成部とを有する。収集部は、被検体の複数断
面を同時並行的に表示するための超音波画像データであ
る複数断面画像データを収集する。個別画像生成部は、
複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、複数断
面画像データの表示とともに断面ごとの個別画像データ
を生成する。
【選択図】図１



(2) JP 2018-20111 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の複数断面を同時並行的に表示するための超音波画像データである複数断面画像
データを収集する収集部と、
　前記複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、前記複数断面画像データの表示と
ともに断面ごとの個別画像データを生成する個別画像生成部と、
　を有する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記個別画像データを外部の医用画像処理装置へ出力する通信インターフェースをさら
に有する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記収集部は、前記複数断面の各断面の断面方向を示す断面方向情報を前記位置情報と
して前記複数断面画像データに付帯しながら、前記複数断面画像データを収集し、
　前記個別画像生成部は、前記断面方向情報に基づいて、前記個別画像データを生成する
、
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記収集部は、前記複数断面の各断面の座標を示す座標情報を前記位置情報として前記
複数断面画像データに付帯しながら、前記複数断面画像データを収集し、
　前記個別画像生成部は、前記座標情報に基づいて、前記個別画像データを生成する
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記個別画像生成部は、前記位置情報に基づいて、生成する前記個別画像データの断面
位置を示す個別位置情報を前記個別画像データに付帯しながら、当該個別画像データを生
成する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　操作部をさらに有し、
　前記個別画像生成部は、操作部を介して予め定められた設定指示を受けたとき、前記個
別画像データを生成する
　請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記個別画像データを記憶する記憶部と、
　前記個別画像データを外部へ出力する通信インターフェースと、
　をさらに有する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記個別画像データは、ストレスエコー検査の比較解析画像データである、請求項１に
記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　複数断面を同時並行的に表示するために予め収集された超音波画像データである複数断
面画像データを読み出す読出部と、
　前記複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、断面ごとの個別画像データを生成
する個別画像生成部と、
　を有する医用画像処理装置。
【請求項１０】
　複数断面を同時並行的に表示するための超音波画像データである複数断面画像データを
収集する収集ステップと、
　前記複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、前記複数断面画像データの表示と
ともに断面ごとの個別画像データを生成する個別画像生成ステップと、
　を有する医用画像処理プログラム。
【請求項１１】



(3) JP 2018-20111 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

　複数断面を同時並行的に表示するために予め収集された超音波画像データである複数断
面画像データを読み出す読出ステップと、
　前記複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、断面ごとの個別画像データを生成
する個別画像生成ステップと、
　を有する医用画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画像処理プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置による検査において、マルチプレーンプローブが用いられる場合がある
。マルチプレーンプローブは、医師や技師等の操作者による操作によって、複数断面の画
像データを同時並行的に収集可能な超音波プローブである。
【０００３】
　マルチプレーンプローブの適用が望まれる検査の例として、ストレスエコー検査が挙げ
られる。ストレスエコー検査は、被検者に負荷を与える前の画像と、負荷を与えた後の画
像とを収集し、双方の画像を比較解析する検査である。負荷の例としては、踏み台昇降等
の運動や、薬剤投与などが挙げられる。
【０００４】
　画像収集部位の例としては、心臓が挙げられる。負荷前後の心臓の画像を比較解析する
ことによって、被検者の心機能を評価することが行われている。負荷前後、心拍数が変化
する前後の状態の画像をそれぞれ収集するとき、マルチプレーンプローブによって複数断
面の画像データを同時並行的に収集することによって、短時間で複数断面の画像データを
収集したいという要望がある。また通常、画像データの収集とともに、複数断面の画像デ
ータが逐次モニタに表示される。それにより、操作者は所望の断面の画像データを収集で
きているか視認しながら超音波診断装置及び超音波プローブを操作することができる。
【０００５】
　このとき、ディスプレイでは、１つの表示ウィンドウ内に複数断面の画像データが並ん
で表示される。例えば断面の数が２つの場合（バイプレーン）、同時並行的に（同じ時相
で）収集された２つの断面画像データが１つの表示ウィンドウ内に並んで表示される。そ
して、収集された複数断面の画像データは、同時並行的に収集された時相ごとに１セット
で記憶される。
【０００６】
　複数断面の画像データは、通常、ワークステーション等の画像処理装置で比較解析され
る。マルチプレーンによる画像データに対応した専用のアプリケーションソフトが備えら
れていない一般的な汎用のワークステーションは、１つの表示ウィンドウ内に１つの断面
画像データを表示する形式の画像データを処理する構成となっている。したがって、１つ
の表示ウィンドウ内に複数の断面画像データを表示する１セットの画像データ（マルチプ
レーンによる画像データ）をそのまま比較解析することが困難であった。例えば、収集さ
れた１セットの画像データに含まれる複数断面を操作者が視認し、手作業等の操作によっ
て断面画像領域を個別に区別してから比較解析する場合、その作業手順には手間がかかり
煩雑である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－１９２１３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、マルチプレーンプローブによって収集された複数断
面画像データの比較解析を容易化することができる超音波診断装置、医用画像処理装置、
及び医用画像処理プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態の超音波診断装置は、収集部と、個別画像生成部とを有する。収集部は、被検
体の複数断面を同時並行的に表示するための超音波画像データである複数断面画像データ
を収集する。個別画像生成部は、複数断面に係る断面ごとの位置情報に基づいて、複数断
面画像データの表示とともに断面ごとの個別画像データを生成する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図２】複数断面画像データと個別画像データとの概念を示す模式図。
【図３】第１の実施形態の超音波診断装置の動作を示すフローチャート。
【図４】第２の実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図。
【図５】第２の実施形態の医用画像処理装置の動作を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、実施形態の超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画像処理プログラムに
ついて図面を参照して説明する。
【００１２】
〈第１の実施形態〉
　第１の実施形態は、超音波診断装置に係る実施形態である。図１は、第１の実施形態に
係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。実施形態に係る超音波診断装置は、
本体部１と入力回路２とディスプレイ３とを有し、超音波プローブ１００及びサーバ２０
０と通信可能に接続される。
【００１３】
　超音波プローブ１００としては、マルチプレーンプローブが挙げられる。マルチプレー
ンプローブの例としては、２次元状に配列された複数の超音波振動子を内蔵する２次元ア
レイプローブが挙げられる。超音波プローブ１００には、後述の送受信回路１１１によっ
て駆動され、被検体の複数断面を同時並行的に走査し、その走査によって得られたエコー
信号を送受信回路１１１へ出力する。
【００１４】
　入力回路２は、医師や技師等の操作者による操作を受け、この操作の内容に応じた信号
をシステム制御回路１６へ出力する。例えば、入力回路２は、トラックボール、スイッチ
ボタン、マウス、キーボード、タッチコマンドスクリーン（Ｔｏｕｃｈ　Ｃｏｍｍａｎｄ
　Ｓｃｒｅｅｎ）、ＳＴＣ（Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）スラ
イドボリューム等によって構成される。入力回路２は、特許請求の範囲における操作部の
一例である。
【００１５】
　ディスプレイ３は、表示制御回路１２による制御に基づいて、各種超音波画像を表示す
る。ディスプレイ３は、本体部１と通信可能に接続される。ディスプレイ３は、ＬＣＤ（
Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどの表示デバイスで構成される。ディスプレイ３は
、特許請求の範囲における表示部の一例である。
【００１６】
　本体部１は、収集部１１と表示制御回路１２と記憶回路１３と個別画像生成回路１４と
通信インターフェース１５とシステム制御回路１６とを有する。収集部１１は、被検体の
複数断面を同時並行的に表示するための超音波画像データである複数断面画像データを収
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集する。収集部１１は、送受信回路１１１と複数断面画像生成回路１１２とを有する。
【００１７】
　送受信回路１１１は、超音波プローブ１００へパルス信号を出力して超音波を発生させ
るプロセッサである。送受信回路１１１は、各超音波振動子に対応した経路（チャンネル
）ごとのパルサを備え、チャンネルごとにパルス信号を個別に出力し、被検体の複数断面
を同時並行的に走査させる。複数断面を走査せるための制御プログラムは、適宜設定され
てよい。また、送受信回路１１１は、超音波プローブ１００からのエコー信号を受ける。
送受信回路１１１は、設定されたゲインに基づいて、超音波プローブ１００からのエコー
信号をチャンネルごとに増幅し、複数断面画像生成回路１１２へ出力する。
【００１８】
　複数断面画像生成回路１１２は、送受信回路１１１からのエコー信号に基づいて、被検
体の複数断面を示す複数断面画像データを生成するプロセッサである。複数断面画像デー
タのデータ形式は、超音波ラスタデータ（以下ＲＡＷデータと称する）でもよく、ＲＡＷ
データが画素値に変換された画素値データでもよい。また、複数断面画像データは、２次
元画像データでも３次元画像データでもよい。なお、エコー信号を複数断面画像データに
変換する制御プログラムは、一般的なマルチプレーンスキャンプログラムに基づいて適宜
設定されてよい。
【００１９】
　本明細書における「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
ｕｎｉｔ）、或いは、特定用途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス
（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Ｃｏｍｐ
ｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＣＰＬＤ）、及びフィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ
　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプ
ログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路にプログラムを保存
する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない
。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機
能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として
構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセッサとして構
成し、その機能を実現するようにしてもよい。さらに、図１における複数の構成要素を１
つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【００２０】
　複数断面画像生成回路１１２は、示される断面の数を示す断面数情報、示される各断面
の位置を示す位置情報を複数断面画像データに付帯する。例えば、バイプレーン画像の場
合、断面数情報が示す断面の数は「２」であり、位置情報は、２つの断面の断面位置を個
別に示す。位置情報は、各断面の方向（超音波プローブ１００との相対的な角度）を示す
断面方向情報でもよく、各断面を３次元座標系で示す座標情報でもよい。換言すると、複
数断面画像生成回路１１２は、断面方向情報を位置情報として付帯しながら複数断面画像
データを生成してもよく、座標情報を位置情報として付帯しながら複数断面画像データを
生成してもよい。また、複数断面画像生成回路１１２は、位置情報に示される各断面と、
対応する断面画像データとを関連付けながら位置情報を複数断面画像データに付帯する。
それにより、複数断面画像データ内の１つ１つの断面画像データとそれぞれ対応する位置
情報とが関連付けられる。
【００２１】
　また、収集日時、時刻、及び装置ＩＤ等の情報も付帯される。位置情報及び収集日時及
び装置ＩＤ等の、複数断面画像データに付帯される情報をここでは付帯情報と称する。付
帯情報は複数断面画像データのヘッダ領域に含まれてもよく、ソース領域に含まれてもよ



(6) JP 2018-20111 A 2018.2.8

10

20

30

40

50

い。
【００２２】
　このように、複数の断面画像が１セットにまとめられた１つの複数断面画像データが生
成される。複数断面画像生成回路１１２は、複数断面画像データを表示制御回路１２へ出
力する。なお、複数断面画像生成回路１１２は、複数断面画像データを記憶回路１３へ出
力し、記憶回路１３に記憶させてもよい。
【００２３】
　表示制御回路１２は、複数断面画像データを表示用の座標に変換し、ディスプレイ３に
表示させるプロセッサである。このとき、表示制御回路１２は、一般的なマルチプレーン
画像と同様に、１つの表示ウィンドウ内に同時並行的に収集された断面画像を複数並べて
ディスプレイ３に表示する。例えばバイプレーンスキャンの場合、同時並行的に収集され
た２つの断面画像が１つの表示ウィンドウ内に並んで表示される。
【００２４】
　記憶回路１３は、メモリ領域を有し、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の記憶デバイスによって構成さ
れる。メモリ領域のデータベース構造は適宜設定されてよい。記憶回路１３は、特許請求
の範囲における記憶部の一例である。
【００２５】
　また、複数断面画像生成回路１１２は、入力回路２を介して予め定められた設定指示を
受けていたとき、複数断面画像データを個別画像生成回路１４へ出力する。設定指示は、
入力回路２を介した操作指示であり、所定のボタンスイッチ等への入力操作が予め設定さ
れる。
【００２６】
　なお、ＲＡＷデータの座標系を表示用の座標へと変換するデジタルスキャンスキャンコ
ンバージョン処理、及びＲＡＷデータを画素値データに変換するデータ変換処理は、複数
断面画像生成回路１１２及び表示制御回路１２のどちらで行われてもよい。
【００２７】
　上記した、超音波プローブ１００、送受信回路１１１、複数断面画像生成回路１１２、
表示制御回路１２、及びディスプレイ３における各処理は、被検体の複数断面を同時並行
的に画像化するデータ収集の最中、逐次更新される。更新のタイミングは、所定のフレー
ムレート、信号処理レート等として適宜設定される。それにより、例えば、超音波ストレ
スエコー検査におけるデータ収集の最中、対象部位の複数断面が同時並行的に画像化され
、ディスプレイ３に表示される。それにより、操作者は、ディスプレイ３に表示された複
数の断面画像を視認しながら、比較解析用の画像を選択する選択操作を行うことができる
。選択操作を示す選択信号は、入力回路２を介してシステム制御回路１６へ入力される。
そして、システム制御回路１６は、複数断面画像生成回路１１２を制御して、選択された
複数断面画像データを個別画像生成回路１４へ出力させる。
【００２８】
　個別画像生成回路１４は、複数断面画像データに係る断面ごとの位置情報に基づいて、
断面ごとの個別画像データを生成するプロセッサである。個別画像生成回路１４は、複数
断面画像データに付帯された位置情報が断面方向情報であるとき、当該断面方向情報を参
照して、個別画像データを生成する。また、個別画像生成回路１４は、複数断面画像デー
タに付帯された位置情報が座標情報であるとき、当該座標情報を参照して、個別画像デー
タを生成する。個別画像生成回路１４は、特許請求の範囲における個別画像生成部の一例
である。
【００２９】
　図２は、複数断面画像データと個別画像データとの概念を示す模式図である。ここでは
、断面の数が「２」であるバイプレーンの場合について説明する。個別画像生成回路１４
は、複数断面画像生成回路１１２から複数断面画像データＤａｂを受ける。複数断面画像
データＤａｂには、断面ａを示す画像データＤａ、断面ｂを示す画像データＤｂ、断面ａ
の位置を示す位置情報Ｐａ、及び断面ｂを示す位置情報Ｐｂが１セットにまとめられてい
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る。断面ａの画像データＤａと断面ｂの画像データＤｂとは、同時並行的に収集された互
いに異なる断面（即ち断面ａと断面ｂ）の画像データである。また、上述したように、画
像データＤａと位置情報Ｐａとは、複数断面画像データＤａｂにおいて互いに関連付けら
れている。また、画像データＤｂと位置情報Ｐｂとは、複数断面画像データＤａｂ互いに
関連付けられている。
【００３０】
　個別画像生成回路１４は、複数断面画像データＤａｂの位置情報Ｐａを参照することに
よって、この位置情報Ｐａに関連付けられた画像データＤａを複数断面画像データＤａｂ
内から特定する。また、個別画像生成回路１４は、複数断面画像データＤａｂの位置情報
Ｐｂを参照することによって、この位置情報Ｐｂに関連付けられた画像データＤｂを複数
断面画像データＤａｂ内から特定する。なお、断面数が「２」よりも多い場合においても
同様に、個別画像生成回路１４は、位置情報を参照することによって、複数断面画像デー
タに含まれる断面数、各断面の位置、及び各断面に関連付けられた画像データを特定する
ことができる。
【００３１】
　個別画像生成回路１４は、特定した画像データＤａに関連付けられていた位置情報Ｐａ
を付帯して、個別画像データＤａ´を生成する。また、個別画像生成回路１４は、特定し
た画像データＤｂに関連付けられていた位置情報Ｐｂを付帯して、個別画像データＤｂ´
を生成する。個別画像生成回路１４は、生成した個別画像データＤａ´及び個別画像デー
タＤｂ´を記憶回路１３及び通信インターフェース１５へ出力する。なおこのとき、個別
画像生成回路１４は、生成した個別画像データＤａ´及び個別画像データＤｂ´とともに
複数断面画像データＤａｂを記憶回路１３及び通信インターフェース１５へ出力してもよ
い。所望の複数断面画像データＤａｂを選択する簡便な操作に連動して、個別画像データ
（Ｄａ´及びＤｂ´）が生成される。個別画像データ（Ｄａ´及びＤｂ´）のデータ形式
となることで、１つの表示ウィンドウあたり１つの断面画像を表示し、汎用のワークステ
ーションにおいて比較解析することが容易となる。
【００３２】
　ここでは、逐次生成される複数断面画像データのうち操作者が所望の複数断面画像デー
タを選択し、選択された複数断面画像データから個別画像データが生成される例について
説明した。他に、個別画像生成回路１４は、複数断面画像データが逐次生成されるごとに
（例えばフレームレートごとに）当該複数断面画像データから個別画像データをその都度
生成してもよい。この場合、個別画像生成回路１４は、複数断面画像データが逐次生成さ
れるごとに上記処理を行うことによって個別画像データを逐次生成し、記憶回路１３及び
通信インターフェース１５へ逐次出力する。
【００３３】
　また、個別画像生成回路１４は、入力回路２を介して予め定められた設定指示を受けて
いたときに、個別画像データを生成する構成であってもよい。それにより、操作者は、個
別画像データを生成したい場合と、生成する必要がない場合とを切り替えながら超音波診
断装置を操作することができる。
【００３４】
　記憶回路１３は、個別画像データＤａ´及び個別画像データＤｂ´を記憶する。通信イ
ンターフェース１５は、ネットワークＮを介して外部のサーバ２００と通信可能に接続さ
れる。通信インターフェース１５は、個別画像データＤａ´及び個別画像データＤｂ´を
サーバ２００へ出力する。あるいは、複数断面画像データＤａｂを含めて出力してもよい
。なお、通信インターフェース１５、ネットワークＮ、及びサーバ２００における通信プ
ロトコルやサーバ２００におけるデータベース構造は、適宜定められてよく、例えば、サ
ーバ２００にて記憶される個別画像データＤａ´及び個別画像データＤｂ´には適宜所定
のＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）タグが付帯される。なお、上述した位置情報がＤＩＣＯＭ
タグに含まれてもよい。
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【００３５】
　システム制御回路１６は、入力回路２を介して受けた操作入力信号及び予め記憶した医
用画像処理プログラムに基づいて、超音波診断装置の各部を制御する。例えば、システム
制御回路１６は、図３のフローチャートに示す動作に相当する医用画像処理プログラムを
予め記憶し、実行する。
【００３６】
　図３は、第１の実施形態の超音波診断装置の動作を示すフローチャートである。
【００３７】
　ステップＳ１０１：操作者は、入力回路２及び超音波プローブ１００を操作して、復数
断面画像データを収集する。それにより、複数断面画像生成回路１１２は、被検体の複数
断面を示す複数断面画像データを生成する。このとき、複数断面画像生成回路１１２は、
位置情報に示される各断面と対応する断面画像データとを関連付けながら位置情報を複数
断面画像データに付帯する。ステップＳ１０１は特許請求の範囲における収集ステップの
一例である。
【００３８】
　ステップＳ１０２：複数断面画像生成回路１１２は、生成した複数断面画像データを表
示制御回路１２へ出力する。表示制御回路１２は、一般的なマルチプレーン画像と同様に
、１つの表示ウィンドウ内に同時並行的に収集された断面画像を複数並べてディスプレイ
３に表示する。
【００３９】
　ステップＳ１０３：システム制御回路１６は、予め定められた設定指示を受けていたと
き、個別画像データを生成すると判断する（ステップＳ１０３；Ｙｅｓ）。この場合、ス
テップＳ１０５へ進む。システム制御回路１６は、予め定められた設定指示を受けていな
いとき、個別画像データを生成しないと判断する（ステップＳ１０３；Ｎｏ）。この場合
、ステップＳ１０４へ進む。
【００４０】
　ステップＳ１０４：記憶回路１３は、通常のマルチプレーンスキャンと同様に、複数断
面画像データを記憶する。通信インターフェース１５は、通常のマルチプレーンスキャン
と同様に、複数断面画像データをサーバ２００へ出力する。
【００４１】
　ステップＳ１０５：システム制御回路１６は、複数断面画像生成回路１１２を制御して
、選択された複数断面画像データを個別画像生成回路１４へ出力させる。個別画像生成回
路１４は、複数断面画像生成回路１１２から受けた複数断面画像データの位置情報を参照
する。
【００４２】
　ステップＳ１０６：個別画像生成回路１４は、参照した位置情報に基づいて、複数断面
画像データに含まれる断面数、各断面の位置、及び各断面に関連付けられた画像データを
特定する。
【００４３】
　ステップＳ１０７：個別画像生成回路１４は、特定した画像データに関連付けられてい
た位置情報を付帯して、個別画像データを断面ごとに生成する。ステップＳ１０７は、特
許請求の範囲における個別画像生成ステップの一例である。
【００４４】
　ステップＳ１０８：個別画像生成回路１４は、生成した個別画像データを記憶回路１３
及び通信インターフェース１５へ出力する。記憶回路１３は個別画像データを記憶する。
通信インターフェース１５は、個別画像データをサーバ２００へ出力する。
【００４５】
　第１の実施形態の超音波新診断装置によれば、マルチプレーンスキャン検査における複
数断面画像データの収集に連動して、１つの表示ウィンドウあたり１つの断面画像を表示
可能な個別画像データを生成する。それにより、汎用のワークステーションにおいて比較
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解析することが容易となる。
【００４６】
　また、実施形態の超音波新診断装置によれば、一旦画像表示しその良し悪し確認の要な
く簡便な操作によって個別画像データが生成されるので、検査時間を短縮することができ
る。例えば、ストレスエコー検査においては、負荷後に心拍数が上昇し、そして平常の心
拍数へ戻るまで通常１～２分程度と比較的短時間で推移するが、そういった短時間の間に
検査を行うことが容易となる。また、他のマルチプレーンキャン検査においても同様に検
査時間の短縮を図ることができる。また、マルチプレーンによる画像データに対応した専
用のアプリケーションソフトが備えられていない一般的な汎用のワークステーションにお
いても、複数断面の画像データを比較解析することが容易となる。
【００４７】
　また、実施形態の超音波診断装置によれば、個別画像データが断面ごとに生成されるの
で、後の比較解析の際、不要な個別画像データを選択し、削除することも容易となる。
【００４８】
〈第２の実施形態〉
　第２の実施形態は、医用画像処理装置に係る実施形態である。図４は、第２の実施形態
に係る医用画像処理装置の構成を示すブロック図である。以下、第１の実施形態と異なる
内容について主に説明する。第２の実施形態の医用画像処理装置は、複数断面を同時並行
的に表示するために予め収集された超音波画像データである複数断面画像データの比較解
析を容易化する。第２の実施形態の医用画像処理装置は、本体部５と入力回路２とディス
プレイ３とを有し、サーバ２００及び超音波診断装置３００と通信可能に接続される。
【００４９】
　サーバ２００には、予め収集された複数断面画像データが記憶されている。この複数断
面画像データは各断面の画像データ及び各断面の位置情報が１セットにまとめられている
。
【００５０】
　通信インターフェース１５は、特許請求の範囲における読出部の一例である。通信イン
ターフェース１５は、ネットワークＮを介してサーバ２００又は超音波診断装置３００か
ら複数断面画像データを読み出す。通信インターフェース１５は、読み出した複数断面画
像データを個別画像生成回路１４出力する。
【００５１】
　個別画像生成回路１４は、第１の実施形態と同様に、複数断面画像データの位置情報を
参照する。この参照によって、個別画像生成回路１４は、複数断面画像データに含まれる
断面数、各断面の位置、及び各断面に関連付けられた画像データを特定する。
【００５２】
　個別画像生成回路１４は、特定した画像データに関連付けられていた位置情報を付帯し
ながら、個別画像データを生成する。個別画像生成回路１４は、複数断面画像データに含
まれる断面ごとにこの生成処理を行う。
【００５３】
　なお、個別画像生成回路１４は、各画像データを表示制御回路１２へ出力し、複数断面
画像データ及び既に生成済みの個別断面画像データをディスプレイ３に表示しながら個別
断面画像データを生成してもよい。それにより、操作者は、逐次画像を視認しながら医用
画像処理装置を操作することができる。
【００５４】
　個別画像生成回路１４は、生成したそれぞれの個別画像データを記憶回路１３及び通信
インターフェース１５へ出力する。記憶回路１３は、個別画像データを記憶する。通信イ
ンターフェース１５は、個別画像データをサーバ２００へ出力する。
【００５５】
　図５は、第２の実施形態の実施形態の医用画像処理装置の動作を示すフローチャートで
ある。
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【００５６】
　ステップＳ２０１：通信インターフェース１５は、ネットワークＮを介してサーバ２０
０又は超音波診断装置３００から複数断面画像データを読み出す。通信インターフェース
１５は、読み出した複数断面画像データを個別画像生成回路１４出力する。ステップＳ２
０１は、特許請求の範囲における読出ステップの一例である。
【００５７】
　ステップＳ２０２：個別画像生成回路１４は、通信インターフェース１５から受けた複
数断面画像データの位置情報を参照する。
【００５８】
　ステップＳ２０３：個別画像生成回路１４は、参照した位置情報に基づいて、複数断面
画像データに含まれる断面数、各断面の位置、及び各断面に関連付けられた画像データを
特定する。
【００５９】
　ステップＳ２０４：個別画像生成回路１４は、特定した画像データに関連付けられてい
た位置情報を付帯して、個別画像データを断面ごとに生成する。ステップＳ２０４は、特
許請求の範囲における個別画像生成ステップの一例である。
【００６０】
　ステップＳ２０５：個別画像生成回路１４は、生成した個別画像データを記憶回路１３
及び通信インターフェース１５へ出力する。記憶回路１３は個別画像データを記憶する。
通信インターフェース１５は、個別画像データをサーバ２００へ出力する。
【００６１】
　第２の実施形態の医用画像処理装置によれば、マルチプレーン検査による複数断面の超
音波画像が１セットで予め収集及び記憶された複数断面画像データからも、断面ごとの個
別画像データを生成することができる。それにより、予め収集及び記憶された複数断面画
像データについても、比較解析を容易化することができる。
【００６２】
　なお、本明細書では、ストレスエコー検査における比較解析について説明したが、これ
ら実施形態の超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医用画像処理プログラムは、他の
検査に適用されてもよい。他の検査の例としては、複数断面画像を取得する各種マルチプ
レーン検査や、画像取得の走査時間に制約が生じ短時間でのデータ収集が求められる各種
超音波検査が挙げられる。
【００６３】
　以上述べた少なくともひとつの実施形態の超音波診断装置、医用画像処理装置、及び医
用画像処理プログラムによれば、マルチプレーンプローブによって収集された複数断面画
像データの比較解析を容易化することができる。
【００６４】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これら実施形態は、例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することを意図していない。これら実施形態は、その他の様々
な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置
き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含
まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものであ
る。
【符号の説明】
【００６５】
　１　　　本体部
　２　　　入力回路
　３　　　ディスプレイ
　１１　　収集部
　１２　　表示制御回路
　１３　　記憶回路
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　１４　　個別画像生成回路
　１５　　通信インターフェース
　１６　　システム制御回路
　１００　超音波プローブ
　１１１　送受信回路
　１１２　複数断面画像生成回路
　２００　サーバ

【図１】 【図２】
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